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会議に付した事件 

 日程第１       総務文教常任委員長報告（付託議案第１、６号） 

 日程第２       厚生産業常任委員長報告（付託議案第２、３、４、５、６、７、

８、９号） 

      討論・採決 

 日程第３ 議案第１号 基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 日程第４ 議案第２号 基山町地域優良賃貸住宅基金の設置、管理及び処分に関する条例

及び基山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例の一部改正につい

て 

 日程第５ 議案第５号 基山町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定の期間の変更につい

て 

 日程第６ 議案第３号 基山町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 日程第７ 議案第４号 基山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

 日程第８ 同意第１号 基山町固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

 日程第９ 同意第２号 基山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 日程第10 議案第６号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第７号） 

 日程第11 議案第７号 平成30年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第12 議案第８号 平成30年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第13 議案第９号 平成30年度基山町下水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第14 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第15 発議第１号 基山町議会委員会条例の一部改正について 
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～午前９時30分 開議～ 

○議長（品川義則君） 

 ただいまの出席議員数は13名で定足数に達しておりますので、本日の会議は成立しました。 

 去る８日から休会中の本会議を開議します。 

      日程第１ 総務文教常任委員長報告、日程第２ 厚生産業常任委員長報告 

○議長（品川義則君） 

 日程第１．総務文教常任委員長報告、日程第２．厚生産業常任委員長報告を一括議題とし

ます。 

 初めに、総務文教常任委員長の審査報告を求めます。重松総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（重松一徳君）（登壇） 

 おはようございます。それでは、総務文教常任委員会審査報告を行います。 

 議案第１号 基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 議案第６号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第７号）中歳入全款及び歳出所管分 

 本委員会は、３月７日付付託されました上記の議案を審査の結果、議案第１、６号は原案

を可決すべきものと決定しましたから、会議規則第76条の規定により報告を行います。 

 なお、議案第１号、議案第６号に対する審査の経過は次のとおりです。 

記 

 議案第１号 基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 条例の一部改正に伴い、職員の勤務時間の把握方法についてただしたところ、出勤時間は

パソコンを立ち上げ、内部記録簿に出勤をチェックし、帰るときは退庁の時間を記録し、ま

た時間外勤務の退庁時間は、警備員が確認を行っているとの説明でした。 

 平成30年度で時間外勤務の最高についてただしたところ、災害復旧に当たる職員で一月最

高184時間あり、条例改正を行えば有事等の場合の上限時間の特例に当たるとの説明を受け

ました。 

 時間外勤務の上限に係る罰則についてただしたところ、民間事業所は罰則規定があるが、

官公署の場合は直接の罰則規定はない。命令を行った者が服務違反による懲戒処分の可能性

が考えられるとの説明でした。 

 職員の健康管理についてただしたところ、長時間勤務により精神疾患や体調不良が原因で

病気休職することがないように、平成31年度から３カ月に１回産業医に役場内で、休職して
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いる職員や時間外が長時間に及ぶ職員の心のケアを行ってもらう。また、月２回行っている

臨床心理士によるメンタルヘルスも継続して行うとの説明を受けました。 

 当委員会としては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正の内容を職員に周知

徹底し、職員の健康管理及び勤務時間管理を図るように提案いたしました。 

 議案第６号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第７号）中歳入全款及び歳出所管分 

 歳出 ２款１項６目13節 メモリアルタウン基山プロジェクト業務委託料△666万6,000円 

 メモリアルタウン基山プロジェクト業務委託料666万6,000円減額更正した理由をただした

ところ、平成30年度当初予算で事業費1,255万円を計上し、地方創生推進交付金事業に応募

したが不採択となり、６月議会で補正を検討したが、基山スマートウェルネス事業が採択さ

れたことから、キャラクターパネルの設置や「どぶろっく」のメモリーソング作成費を組み

替えて予算化した。その後、２回目の地方創生推進交付金事業で「体験型サービス＆地域の

担い手創出事業」として543万4,000円で基山町観光協会に５事業を委託したとの説明を受け

ました。 

 基山町観光協会に委託した事業の進捗状況についてただしたところ、３カ年の事業のうち

今年度は組織の立ち上げで、３月中には進捗状況の報告ができるとの説明を受けました。 

 また、婚姻届の制作やメモリアルフォトスタジアムの設置は、地方創生推進交付金対象外

事業になったため、未実施との説明を受けました。 

 当委員会としては、事業の内訳がわかりづらく、進捗状況も説明不足であり、国費不採択

事業を町費で実施できなかったのか不明な点も多く、説明責任を果たすように求めました。 

 ２款１項14目13節 洪水・土砂災害ハザードマップ作成業務委託料△82万1,000円 

 ハザードマップ作成業務委託料に関して、主にどのような見直しがされているのかただした

ところ、当初は基山町内の河川改修もしているので浸水想定区域は狭まると考えていたが、佐

賀県の浸水想定区域見直しは、近年の豪雨を考慮して最大の雨量を想定して大幅に拡大する。そ

の理由は、１時間雨量100ミリメートルが６時間連続を想定しているとの説明を受けました。 

 今後、町民への配布についてただしたところ、年度内には完成するが、配布前に区長会で

説明を行う。配布は５月の広報と一緒にする予定で、出前口座やレッドゾーン、イエロー

ゾーンがある地区を優先して避難訓練等も行っていくとの説明を受けました。 

 当委員会としては、混乱が起きないように十分説明するように提案いたしました。 

 以上をもちまして、総務文教常任委員会の審査報告を終わります。 
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○議長（品川義則君） 

 次に、厚生産業常任委員長の審査報告を求めます。久保山厚生産業常任委員長。 

○厚生産業常任委員長（久保山義明君）（登壇） 

 おはようございます。それでは、厚生産業常任委員会の審査報告を行います。 

 議案第２号 基山町地域優良賃貸住宅基金の設置、管理及び処分に関する条例及び基山町

地域優良賃貸住宅設置及び管理条例の一部改正について 

 議案第５号 基山町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定の期間の変更について 

 議案第３号 基山町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 議案第４号 基山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 議案第６号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第７号）中歳出所管分 

 議案第７号 平成30年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 議案第８号 平成30年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 議案第９号 平成30年度基山町下水道事業会計補正予算（第３号） 

 本委員会は、３月７日付付託されました上記の議案を審査の結果、議案第２、５、３、４、

６、７、８、９号は原案を可決すべきものと決定しましたので、会議規則第76条の規定によ

り報告いたします。 

 なお、議案第２号、議案第３号、議案第６号に対する審査の経過は次のとおりです。 

記 

 議案第２号 基山町地域優良賃貸住宅基金の設置、管理及び処分に関する条例及び基山町

地域優良賃貸住宅設置及び管理条例の一部改正について 

 現在の進捗状況についてただしたところ、２月末現在で68％程度であり、予定どおりの工

程で進んでいるとの説明を受けました。就学児童・生徒がいる世帯数及び入居が学期途中に

なることの影響についてただしたところ、就学児童・生徒がいる世帯は30世帯中８世帯あり、

入居開始後すぐに該当する学校へ転入する世帯や２学期からの転入を希望される世帯もある

ため、これらについては教育委員会と調整を行い、滞ることがないよう対応するとの説明を

受けました。 

 また、工期のおくれや騒音等に対する近隣住民からの苦情等についてただしたところ、さ

まざまな御意見をいただいているため、今後も特別目的会社と行政とで真摯に対応していく
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とき説明を受けました。 

 当委員会としては、既に２棟目建設に向けた話が執行部側から出ているとの話も聞きます

が、慎重な発言を行うよう提案をいたしました。 

 議案第３号 基山町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 災害弔慰金の対象となる規模、定義及び判断についてただしたところ、災害救助法が適用

された場合のみ対象となり、基準として5,000人未満の市町村において30世帯が滅失した場

合となる。当町の場合、１万5,000人以上３万人未満となるため、50世帯が滅失した場合の

適用となるが、県内においていずれかの自治体が適用対象となった場合には、基準以下でも

災害弔慰金の対象になるとの説明を受けました。 

 災害援護資金貸し付けの際の保証人についてただしたところ、民間の保証会社を含め、成

人の方であれば所得、資産の制限はないとの説明を受けました。また、滞納となった場合の

リスクについてただしたところ、最終的には町負担になるとの説明を受けました。 

 当委員会としては、災害救助法の適用となるような大災害はあってはならないが、対象と

なった場合は、速やかに広報するよう提案をいたしました。 

 議案第６号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第７号）中歳出所管分 

 歳出 ３款１項１目８節 自殺対策計画策定委員会委員謝礼△11万4,000円 

 自殺対策計画策定委員会委員謝礼の減額理由についてただしたところ、委員10名のうち５

名が公職であり、報償費が発生しないためとの説明を受けました。 

 今年度中に策定ができなかった原因についてただしたところ、職員１名が病休となり、手

つかずの状態であったため、県の許可を得て来年度に実施するとの説明を受けました。 

 当委員会としては、法定義務がある計画策定を安易に翌年度に繰り越すのではなく、今後

は協業体制の充実を図り、実施していくよう提案をいたしました。 

 以上をもちまして、厚生産業常任委員会の審査報告を終了いたします。 

○議長（品川義則君） 

 以上で各常任委員長の審査報告が終了しました。 

 討論、採決を行います。 

      日程第３ 議案第１号 

○議長（品川義則君） 

 日程第３．議案第１号 基山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
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に対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第１号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長の報告は可決です。 

 本案を総務文教常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第１号は可決されました。 

      日程第４ 議案第２号 

○議長（品川義則君） 

 日程第４．議案第２号 基山町地域優良賃貸住宅基金の設置、管理及び処分に関する条例

及び基山町地域優良賃貸住宅設置及び管理条例の一部改正についてに対する討論を行います。

討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第２号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第２号は可決されました。 

      日程第５ 議案第５号 

○議長（品川義則君） 

 日程第５．議案第５号 基山町地域優良賃貸住宅の指定管理者の指定の期間の変更につい

てに対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第５号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第５号は可決されました。 

      日程第６ 議案第３号 

○議長（品川義則君） 

 日程第６．議案第３号 基山町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてに対

する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第３号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第３号は可決されました。 

      日程第７ 議案第４号 

○議長（品川義則君） 

 日程第７．議案第４号 基山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正についてに対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第４号を採決します。 
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 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第４号は可決されました。 

      日程第８ 同意第１号 

○議長（品川義則君） 

 日程第８．同意第１号 基山町固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてに

対する討論を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 これより同意第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 異議なしと認めます。よって、同意第１号は原案に同意することに決定しました。 

      日程第９ 同意第２号 

○議長（品川義則君） 

 日程第９．同意第２号 基山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてに

対する討論を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 これより同意第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 異議なしと認めます。よって、同意第２号は原案に同意することに決定しました。 
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      日程第10 議案第６号 

○議長（品川義則君） 

 日程第10．議案第６号 平成30年度基山町一般会計補正予算（第７号）に対する討論を行

います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第６号を採決します。 

 本案に対する総務文教常任委員長及び厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を総務文教常任委員長、厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第６号は可決されました。 

      日程第11 議案第７号 

○議長（品川義則君） 

 日程第11．議案第７号 平成30年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）に対

する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第７号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第７号は可決されました。 

      日程第12 議案第８号 

○議長（品川義則君） 
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 日程第12．議案第８号 平成30年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第８号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第８号は可決されました。 

      日程第13 議案第９号 

○議長（品川義則君） 

 日程第13．議案第９号 平成30年度基山町下水道事業会計補正予算（第３号）に対する討

論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 議案第９号を採決します。 

 本案に対する厚生産業常任委員長の報告は可決です。 

 本案を厚生産業常任委員長報告どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、議案第９号は可決されました。 

      日程第14 諮問第１号 

○議長（品川義則君） 

 日程第14．諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてに対

する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 諮問第１号については意見なしと決するに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 異議なしと認めます。よって、諮問第１号は意見なしと決定しました。 

      日程第15 発議第１号 

○議長（品川義則君） 

 日程第15．発議第１号 基山町議会委員会条例の一部改正についてを議題とします。 

 朗読を省略し、提出者久保山義明議員に提案理由の説明を求めます。久保山議員。 

○５番（久保山義明君）（登壇） 

 それでは、基山町議会委員会条例の一部改正について提案理由を申し述べます。 

 町の組織機構体制整備のための基山町課設置条例の改正に伴い、常任委員会の所管の範囲

について見直しを行ったため、基山町議会委員会条例を改正する必要があります。 

 なお、新旧対照表を資料として添付しております。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長（品川義則君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、発議第１号に対する質疑を行います。ございません

か。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、発議第１号に対する質疑を終結します。 

 次に、発議第１号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（品川義則君） 

 ないようですので、討論を終結します。 

 発議第１号を採決します。 

 本案を原案どおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 
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○議長（品川義則君） 

 全員起立と認めます。よって、発議第１号は可決されました。 

 本日の会議は以上をもちまして散会とします。 

～午前９時55分 散会～ 

 


